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今月の行事

１日(木)‥交通事故ゼロ・歩行者優先の日

防災の日（備えた分だけ憂いなし）

９日(金)‥救急の日

15日(木)‥シルバー交通安全の日

18日(日)‥交通安全話し合いの日

21日(水)‥秋の全国交通安全運動 ～30日

23日(金)‥踏切事故防止の日

30日(金)‥交通事故死ゼロを目指す日

◇ 秋の全国交通安全運動 ◇
・運動期間
令和4年９月２１日（水）から
令和4年９月３０日（金）までの１０日間
・スローガン
ヘルメット かぶるだけでも 救える命
・運動の重点
１ 子供と高齢者を始めとする
歩行者の安全確保

２ 夕暮れ時と夜間の歩行者事故等
の防止及び飲酒運転の根絶

３ 自転車の交通ルール遵守の徹底
・交通事故死ゼロを目指す日
令和4年９月３０日（金）

自転車の交通事故
防止、被害軽減に
努めましょう！

停止時の措置を徹底しましょう
車を止めて降りるときにエンジンをかけたままに
することがありますか？
「ちょっと買い物をするだけだから」とか「直ぐに
終わる用件だから」といった理由で、エンジンを
かけたまま降りるときがあるかもしれませんが、駐
車ブレーキのかけ方が甘いとか、ギアをパーキン
グに入れ忘れたりするなど、車が無人のまま動き
出すことがあります。
慌てて車に乗り込み止めようとしてブレーキとア
クセルを踏み間違えたり、車に飛び乗って振り落
とされたりして大けがする場合があります。
慌てたことによるミスというよりも、普段からエン
ジンをかけたまま停車するくせがあると事故に結
びく可能性が高いと思われます。
車を降りるときはどんなに短い時間でも、必ず
ギアを操作してエンジンを
止め駐車ブレーキをしっかり
かける習慣をつけましょう。

自転車に乗るとき「ヘルメット」
令和４年４月１９日に改正された
道路交通法では、全ての自転車利
用者に対し、乗車用ヘルメットを
着用するよう努めることが規定され
ました。交通事故による被害の軽減
を図るための器具の使用に努めて
ください。

～薄暮・夜間はつけた光が命を守る～
歩行者や自転車利用者が薄暮や夜間に
交通事故に遭わないようにするためには、
反射材用品やLEDライト等を活用すること
が効果的です。
反射材用品やLEDライトを活用すると、自
動車のライトからの光を反射したり、自ら光
ることで、自動車の運転者などに早めに自
分の存在を知らせることができます。
夜間歩くときは、運転者から見えやすいよ
うに、明るい目立つ色の
衣服を着用したり、靴、
衣服、カバン、つえなど
に反射材用品等を付け
たりするようにしましょう。

「POLICEメールふくしま」で情報発信中！ 登録者募集中。
警察から直接あなたにメールで安全安心情報をお届けします。
○犯罪発生情報・防犯情報 ○交通安全情報 ○警察からのお知らせ など
登録方法は？
１ 右記の登録用アドレスに、空メールを送信 pmf01@uh28.asp.cuenote.jp
２ 返信されてきた登録案内メールの内容に従って入力
３ 「登録完了」が表示されれば登録完了


